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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサンを１種以上、
　液晶構造形成性親水性ワックスおよび水膨潤性有機ポリマからなる群から選ばれる１種
以上の増稠剤であって、前記液晶構造形成性親水性ワックスが、ステアリルアルコール、
ステアリン酸およびグリセリルステアレートからなる群より選ばれる増稠剤、
　化粧用または医薬用油成分（ただし、前記油成分は増稠剤ではない）、ならびに
　助剤および有効成分、
を含有する化粧用または医薬用水中油型エマルションであって、該一般式（Ｉ）で表され
るポリエーテルシロキサン以外の油溶性シリコーン化合物が含まれていない水中油型エマ
ルション。
　Ｒ（ＣＨ３）２ＳｉＯ－［（ＣＨ３）２ＳｉＯ］ｎ－Ｓｉ（ＣＨ３）２Ｒ　　（Ｉ）
〔式中、
　ｎ＝５０～２５０
　Ｒ＝－（ＣＨ２）ｍ－Ｏ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘ－（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｙＲ１

　ｍ＝２～４
　ｘ＝３～１００
　ｙ＝０～５０
　Ｒ１＝Ｈ、ＣＨ３、またはＣＨ２ＣＨ３、
　全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率は、下記式（ＩＩ）に従って計算した
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場合、４５重量％以下である。
　「全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率（％単位）」＝（ＭＷポリエーテル

基／ＭＷ合計）・１００　　（ＩＩ）
｛式中、
　ＭＷ合計＝ＭＷシリコーン基＋ＭＷポリエーテル基

　ＭＷシリコーン基＝ｎ・７４．１＋１３２．２
　ＭＷポリエーテル基＝２・（ｍ・１４＋１６＋ｘ・４４＋ｙ・５８＋ｚ）
　ただし、ｚ＝１、１５、または２９。｝〕
【請求項２】
　ステアリルアルコール、ステアリン酸、およびグリセリルステアレートからなる群より
選ばれる液晶構造形成性親水性ワックスを増稠剤として含有し、かつ、共乳化剤を含有す
る、請求項１に記載の化粧用または医薬用水中油型エマルション。
【請求項３】
　共乳化剤を１種以上含有し、前記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサンの比
率が、乳化剤の全量を基準にして、少なくとも５０重量％である、請求項１または２に記
載の化粧用または医薬用水中油型エマルション。
【請求項４】
　乳化剤の全量に対する共乳化剤の比率が、５～４９重量％である、請求項３に記載の化
粧用または医薬用水中油型エマルション。
【請求項５】
　助剤が、紫外線防御遮蔽剤、酸化防止剤、保存剤、防虫剤、セルフタンニング剤、香料
油および染料からなる群より選ばれる、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧用また
は医薬用水中油型エマルション。
【請求項６】
　一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサン以外の鎖状または揮発性環状ポリジメ
チルシロキサンが含まれていない、請求項１～５のいずれか一項に記載の化粧用または医
薬用水中油型エマルション。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化粧用および医薬用水中油型エマルションを調製するために規定の構造をもつ
ポリエーテル変性ポリシロキサンを使用することおよびこのポリシロキサンを含有してな
る水中油型エマルションに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
化粧用および医薬用エマルションの大多数は水中油型である。すなわち、油相（「分散相
」）が水相（「コヒーレント相」）中に小さな液滴の形態で非常に細かく分散されている
。水、油、および乳化剤だけからなりかつ分散相の含有率が６０重量％未満であるエマル
ションの粘度は、コヒーレント相の粘度に等しく、従って、水中油型エマルションの場合
には水の粘度に等しい。皮膚感触が理由で、化粧用エマルションに含まれる油相は平均で
３０％以下である。すなわち、この場合にもそれ自体は水のようにさらさらしたものであ
ろう。しかしながら、消費者は、一般的には、ローション様（高い粘度）～クリーム様（
半固体）の粘稠性を望んでおり、またエマルションの安定性はコヒーレント相の粘度とと
もに増大するので、水中油型エマルションの「増粘」は不可欠である。この目的に対して
、互いに併用可能な２つの基本的に異なる方法が存在する。第一の方法は、次の事実に基
づくものである。すなわち、特定の水中油型乳化剤は、いわゆる「親水性ワックス」と一
緒になってコヒーレント水相中に液晶（ラメラ）構造を形成することができ、更に、この
液晶構造は互いに連結されて三次元網状構造を形成する。これに伴って、第一に、エマル
ションの粘度が大きく増大し、第二に、油滴が互いに分離され、エマルションの安定性が
向上する。「親水性ワックス」としては、例えば、ステアリルアルコール、ステアリン酸
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、およびグリセリルステアレートが挙げられる。もう一つの方法は、いわゆる「親水性コ
ロイド」が自重の何倍もの水を吸収および連結して水の粘度を増大させることができるこ
とに基づいている。このような水膨潤性有機ポリマとしては、例えば、架橋ポリアクリレ
ート（「カルボマ」）および多糖、具体的には、キサンタンガムが挙げられる。しかしな
がら、これらの二つの増粘方法には、そこで使用される物質がエマルションの適用時また
は適用後に皮膚感触に悪影響を及ぼす可能性があるという欠点がある。この場合、例えば
、比較的多量の親水性ワックスを存在させると、エマルションを展着させることがかなり
困難になり、しかもうんざりするワックス様の皮膚感触が残ることが多い。一方、水膨潤
性有機ポリマもまた、適用上の欠点を呈する。この場合、例えば、カルボマを用いると、
いわゆる「急速破壊効果」が観測される。これは、エマルションを皮膚の電解質に接触さ
せたときに直ちにエマルションが破壊される現象を意味すると考えられる。この現象は、
擦ったときに「水の滲みだし」を生じることから実証され、不快感を伴うことが多い。
【０００３】
水中油型エマルションを調製するために、通常、８～１８のＨＬＢ値を有する乳化剤が使
用される。ＨＬＢ値は、界面活性剤を特性付けるための無次元パラメータであり、分子中
の親水性部分対親油性部分の比（ＨＬＢ＝親水性－親油性バランス）を表している。これ
に関して、Ｇｒｉｆｆｉｎによる多数の実験に基づいて（Ｊ．Ｓｏｃ．Ｃｏｓｍｅｔ．Ｃ
ｈｅｍ．１９４９，１，３１１）、例えば、３～６のＨＬＢ値を有する界面活性剤は油中
水型乳化剤として好適であり、６～８のＨＬＢ値を有する界面活性剤は湿潤剤として好適
であり、８より大きいＨＬＢ値を有する界面活性剤は水中油型乳化剤として好適であるこ
とが分かっている。最も簡単な場合として、ＨＬＢ値は、乳化剤の親水性部分、例えば、
ポリエチレングリコール部分のパーセント比率を５で割ることによって計算される。従っ
て、例えば、エチレンオキシド（ＭＷ＝８８０ｇ／ｍｏｌ）とステアリン酸（２８４ｇ／
ｍｏｌ）との付加生成物の場合、親水性部分は７６％であるので、これはＨＬＢ値１５（
７６／５）に相当する。このＨＬＢの概念は、本来は、炭素、水素、および酸素以外の原
子を含有しない非イオン性物質に限定されたものであった。更に、このＨＬＢ値の定義は
、厳密には、親水性部分がエチレングリコール単位のほかにプロピレングリコール単位を
も含有する物質には当てはまらない。
【０００４】
８よりも著しく大きなＨＬＢ値を有する乳化剤の欠点は、それよりも低いＨＬＢ値を有す
る乳化剤よりもマイルドさが弱いことである。更に、親水性が高いため、より再分散され
易い。すなわち、水を用いて、より容易に皮膚から洗い流すことができる。こうした性質
は、例えば、耐水性でなければならない日焼け止め処方物の場合には望ましくない。これ
とは逆に、約８以下のＨＬＢ値を有する乳化剤は、皮膚上に疎水性皮膜を形成して過度の
水の損失を防止する。従って、保護効果を有する。８未満のＨＬＢ値を有する乳化剤を必
要とする油中水型エマルションは、より早く親水性乳化剤を取り込む水中油型エマルショ
ンよりも強い保護効果を有するという事実は、恐らく、このことが主な理由であろう。し
かしながら、通常は、水中油型エマルションが消費者に好まれている。なぜなら、外相が
水性であるため、より容易に展着するからである。
【０００５】
ポリエーテルシロキサンを含有する水中油型エマルションは、以下に示されているように
従来技術から周知である。
【０００６】
ＥＰ　０　１５４　８３７　Ａ２には、櫛型で末端がキャップされたポリエーテルシロキ
サンと、１０以上のＨＬＢ値を有する界面活性剤と、乳化剤として脂肪アルコールとを含
有してなる低粘度の水中油型エマルションが記載されている。このエマルションは、油相
の含有率が低く、その油相は、主に、シリコーン油からなり、更に、水相にはエタノール
が含まれている。
【０００７】
ＥＰ　０　２７９　３１９　Ａには、乳化剤としてポリエーテルシロキサンを含有してな
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る顔料入り水中油型エマルションが記載されている。この乳化剤のポリエーテル基にはポ
リオキシプロピレンユニットが最大で５０モル％含まれており、その油相は、主に、未改
質またはアルキル改質シリコーン油からなる。
【０００８】
ＥＰ　０　５１６　５４７　Ａには、９～１２のＨＬＢ値を有する櫛型ポリエーテルシロ
キサンを乳化剤として含有してなる水中油型エマルションが記載されている。この乳化剤
のポリエーテルは、独占的に、末端ＯＨ基を有するポリエチレンオキシドからなる。油相
は、鎖状または環状シロキサンからなる。
【０００９】
ＤＥ　４　４１　７９９　Ｃ１には、二つの分離した相を有する形態の化粧用組成物が記
載されている。この組成物は、光学的に互いに分離されており、適用前にそのまま振盪す
ることによって合体させ、均質なエマルションにすることが可能である。また、適用後、
再び急速に分離して分離相を形成する。使用される乳化剤は、櫛型ポリエーテルシロキサ
ンである。
【００１０】
ＥＰ　０　６２７　２５９　Ａ２には、４～７のＨＬＢ値を有するシリコーンポリエーテ
ルは水中シリコーン型エマルションを調製するためにも使用可能であることが開示されて
いる。これらのエマルションは、シリコーン油および第一のシリコーンポリエーテルから
なる油相を、第二のシリコーンポリエーテルを含有する水相中に入れて攪拌することによ
って調製される。これらのシリコーンポリエーテルはいずれも、櫛型の構造をもつ。
【００１１】
従来技術は次のように要約することができる。シリコーンポリエーテルを乳化剤として含
有する水中油型エマルションは周知であり、この場合には、油相のほとんどの部分がシリ
コーン油からなり、シリコーンポリエーテルは櫛型の構造をもつ。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、下記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサンを１種以上含有してなる
化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００１３】
Ｒ（ＣＨ３）２ＳｉＯ－［（ＣＨ３）２ＳｉＯ］ｎ－Ｓｉ（ＣＨ３）２Ｒ　　（Ｉ）
〔式中、
ｎ＝５０～２５０
Ｒ＝－（ＣＨ２）ｍ－Ｏ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘ－（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｙＲ１

ｍ＝２～４
ｘ＝３～１００
ｙ＝０～５０
Ｒ１＝Ｈ、ＣＨ３、またはＣＨ２ＣＨ３、
全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率は、下記式（ＩＩ）に従って計算した場
合、４５重量％以下である。
【００１４】
「全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率（％単位）」＝（ＭＷポリエーテル基

／ＭＷ合計）・１００　　　（ＩＩ）
｛式中、
ＭＷ合計＝ＭＷシリコーン基＋ＭＷポリエーテル基

ＭＷシリコーン基＝ｎ・７４．１＋１３２．２
ＭＷポリエーテル基＝２・（ｍ・１４＋１６＋ｘ・４４＋ｙ・５８＋ｚ）
ただし、ｚ＝１、１５、または２９。｝〕
【００１５】
本発明は、（ａ）前記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサン１種以上、
（ｂ）場合により共乳化剤１種以上、
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（ｃ）増稠剤および安定剤として液晶構造形成性親水性ワックスおよび／または水膨潤性
有機ポリマ、
（ｄ）化粧用オイルおよびワックス、ならびに
（ｅ）通常の助剤および有効成分、
を含有してなる、前記化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００１６】
本発明は、ステアリルアルコール、ステアリン酸、および／またはグリセリルステアレー
トからなる群より選ばれる極性ワックスを増稠剤および共乳化剤として含有してなる、前
記化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００１７】
本発明は、共乳化剤が存在する場合、前記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサ
ンの比率が、乳化剤の全量を基準にして、少なくとも５０重量％、特に６５～９０重量％
である、前記化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００１８】
本発明は、乳化剤の全量に対する共乳化剤の比率が、５～４９重量％、特に１０～３５重
量％である、前記化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００１９】
本発明は、追加される助剤および添加剤が、紫外線防御遮蔽剤、酸化防止剤、保存剤、防
虫剤、セルフタンニング剤、香料油、染料、および有効成分からなる群より選ばれる、前
記化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００２０】
本発明は、シリコーン様油成分が含まれていない、前記化粧用または医薬用水中油型エマ
ルションを提供するものである。
【００２１】
本発明は、鎖状または揮発性環状ポリジメチルシロキサンが含まれていない、前記化粧用
または医薬用水中油型エマルションを提供するものである。
【００２２】
【発明の実施の形態】
第一の実施形態において、本発明は、下記一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサ
ンを１種以上含有してなる化粧用または医薬用水中油型エマルションを提供する。
【００２３】
Ｒ（ＣＨ３）２ＳｉＯ－［（ＣＨ３）２ＳｉＯ］ｎ－Ｓｉ（ＣＨ３）２Ｒ　　（Ｉ）
〔式中、
ｎ＝５０～２５０
Ｒ＝－（ＣＨ２）ｍ－Ｏ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘ－（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｙＲ１

ｍ＝２～４
ｘ＝３～１００
ｙ＝０～５０
Ｒ１＝Ｈ、ＣＨ３、またはＣＨ２ＣＨ３、
全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率は、下記式（ＩＩ）に従って計算した場
合、４５重量％以下である。
【００２４】
「全分子質量に対するポリエーテル基Ｒの重量比率（％単位）」＝（ＭＷポリエーテル基

／ＭＷ合計）・１００　　　（ＩＩ）
｛式中、
ＭＷ合計＝ＭＷシリコーン基＋ＭＷポリエーテル基

ＭＷシリコーン基＝ｎ・７４．１＋１３２．２
ＭＷポリエーテル基＝２・（ｍ・１４＋１６＋ｘ・４４＋ｙ・５８＋ｚ）
ただし、ｚ＝１、１５、または２９。｝〕
【００２５】
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本発明の更なる実施形態には、
（ａ）一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサン１種以上、
（ｂ）増稠剤および安定剤として液晶構造形成性親水性ワックスおよび／または水膨潤性
有機ポリマ、
（ｃ）化粧用オイルおよびワックス、ならびに
（ｄ）通常の助剤および有効成分、
を含有してなる化粧用または医薬用水中油型エマルションが包含される。
【００２６】
驚くべきことに、好ましくは乳化剤有効成分として規定の構造をもつ疎水性ポリエーテル
変性ポリシロキサンを用いると、均質で安定な水中油型エマルションを得ることができ、
特に、油成分としてシリコーン化合物をほとんどまたはまったく含有しない水中油型エマ
ルションをも得ることができることが判明した。このほか、驚くべきことに、この特定の
タイプのポリエーテルシロキサンを用いた場合、化粧用水中油型エマルションで普通に見
られる粘稠性付与構造は、親水性ワックスの液晶構造または水膨潤性有機ポリマから形成
されたゲル構造をとるため、従来の親水性ポリエーテルシロキサンを用いた場合よりも攪
乱を受けにくい。こうした攪乱は、例えば、親水性ワックスを用いてクリーム様粘稠性を
もたせたエマルションを調製した直後に砂目状の外観を呈することから、または水膨潤性
有機ポリマの場合には、エマルションの粘度が低下することから実証される。また、本発
明に従って使用したポリエーテルシロキサンが、従来の増稠剤によって引き起こされる適
用性の問題、例えば、ざらざらしたワックス様の皮膚感触、「急速破壊効果」、および「
白化」（＝擦り込み時の起泡）を最小限に抑えるかまたは完全に取り除くこと、更には、
皮膚感触に対して直接的にポジティブな影響を与えることは、予測不可能なことであった
。また、特に、エマルションを擦り込んだ後の皮膚感触（「適用後感触」）がビロードや
絹のように非常にすべすべした感触であり、しかも、その感触が長期間にわたって持続す
る。こうした特有な皮膚感触は、標準的な商用の有機乳化剤または本発明に係るα，ω－
ポリエーテルシロキサン以外の乳化剤を、例えば、環状または鎖状ポリジメチルシロキサ
ンのような油溶性シリコーン化合物と併用したとしても、得られない。従って、本発明の
特定の実施形態には、シリコーン様油成分が含まれていない水中油型エマルションが包含
される。
【００２７】
これらのポリエーテルシロキサンには疎水性という好ましい特性があるおかげで、次のよ
うな効果、すなわち、皮膚に対して極めてマイルドであり、皮膚上に疎水性皮膜が形成さ
れて皮膚を乾燥から保護し、更に、エマルションを水で除去することがかなり困難になる
（このことは、例えば、耐水性日焼け止め調製物には有用である）という効果も期待され
る。
【００２８】
従来技術における以前の研究から分かるように、ポリエーテルシロキサンは、タイプに関
係なく、共乳化剤なしで単独使用した場合、ステアリルアルコールやグリセリルステアレ
ートのような親水性ワックスとの相互作用によってコヒーレント水相中に液晶構造を形成
することができず、従って、所要のローション様またはクリーム様粘稠性および安定性が
得られない。しかしながら、驚くべきことに、共乳化剤をごく僅かな比率で使用すると、
こうした液晶構造の形成が可能になり、更に、本発明に係るポリエーテルシロキサンだけ
を用いて、均質で長期間安定なエマルションを得ることができる。例えば、櫛型の親水性
シロキサンを用いた比較実験では、調製および冷却の後で得られたクリームは、著しく不
均質な砂目状のものであった。
【００２９】
本発明に係るポリエーテルシロキサンと、従来技術から周知であり水中油型エマルション
の調製に用いられるポリエーテルシロキサンとを厳密に区別するために、本発明者らは、
特に次の理由により、ＨＬＢ値を用いずに、全分子量に対するポリエーテル基の重量比率
を用いる。すなわち、このクラスの乳化剤にはケイ素原子が含まれており、しかもポリエ
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ーテル基中にプロピレングリコールが含まれていてもよいので、ＨＬＢ値の古典的な計算
は不正確になる恐れがある。Ａ．Ｊ．Ｏ‘Ｌｅｎｉｃｋら（Ｃｏｓｍ．＆　Ｔｏｉｌ．，
１１１，１９９６，３７－４４）によるいわゆる「三次元ＨＬＢの概念」を用いて特性付
けを行うことも、それほど有用であるとは思われない。その理由は、シリコーンポリエー
テルには純粋な有機油相に可溶な成分が含まれていないため、この系を用いた場合、シリ
コーンポリエーテルを用いても安定な水中油型エマルションも油中水型エマルションも得
られないと予測されるからである。より詳細には、この予想は、以下に記載のポリエーテ
ルシロキサンを本発明に従って使用した場合には当てはまらない。「三次元ＨＬＢの概念
」では、乳化剤の水溶性成分および油溶性成分のほかに、シリコーンに可溶な成分も考慮
の対象になる。この場合、水溶性部分に対するＨＬＢ値（０～２０）および油溶性部分に
対するＨＬＢ値（０～２０）、２０と水溶性および油溶性部分に対するＨＬＢ値の合計と
の差から生じるシリコーンに可溶な部分に対するＨＬＢ値によって、乳化剤は既に明瞭に
特性付けされている。斜辺が０～２０の古典的なＨＬＢスケールを表している直角三角形
において、乳化剤の対応するＨＬＢ値に応じて、特定のタイプの安定なエマルションの得
られる領域が囲まれる。エマルションの可能なタイプは、油中水型、水中油型、シリコー
ン中水型、水中シリコーン型、シリコーン中油型、および油中シリコーン型である。ＨＬ
Ｂ三角形から、例えば、次のことが明らかになる。すなわち、水溶性部分に対するＨＬＢ
値が９～１８であるシリコーンポリエーテル（この場合、油溶性部分のＨＬＢ値は０であ
る）は水中シリコーン型エマルションを生成するが、ＨＬＢ値が３～６の場合には、シリ
コーン中水型エマルションを生成する。更に、シリコーンポリエーテルを用いても、安定
な水中油型エマルションも油中水型エマルションも得られないことがこの三角形から推定
できる。このことは、シリコーンポリエーテルには有機油相に可溶な成分が含まれていな
いことから自明なことであると思われる。また、このことから、従来技術ではシリコーン
ポリエーテルを含有してなるエマルションを扱う際に水相のほかに第二相として独占的に
または主としてシリコーン油を含むものだけをこれまで対象にしてきたのはなぜかが説明
される。
【００３０】
本発明に係るポリエーテルシロキサンについの特筆すべき事実としては次の点が挙げられ
る。すなわち、従来技術で使用されてきたシリコーンポリエーテルとは対照的に、櫛型で
はなく、直鎖状非分枝シリコーン鎖の二つの末端にポリエーテル基を有し、しかも全分子
質量に対するポリエーテル基の重量比率は４５％以下である。また、本発明に係るエマル
ションは、１種以上の共乳化剤を更に含有することができ（ただし、本発明に係るポリエ
ーテルシロキサンよりも低い比率でなければならない）、化粧用エマルションに特有な増
稠剤および安定剤を含有することもできる。
【００３１】
更なる実施形態において、本発明には、一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサン
を更なる乳化剤と組み合わせてなるエマルションが包含される。ただし、乳化剤の合計に
対する一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサンの比率は、５０重量％よりも多く
、好ましくは６５～９０重量％である。
【００３２】
好適な更なる乳化剤は、例えば、次の群に含まれる少なくとも１種から選ばれた非イオン
性界面活性剤である。
【００３３】
・櫛型ポリエーテルシロキサン。
【００３４】
・エチレンオキシド２～３０モルおよび／またはプロピレンオキシド０～５モルと、８～
２２個の炭素原子を有する直鎖状脂肪アルコール、１２～２２個の炭素原子を有する脂肪
酸、およびアルキル基中に８～１５個の炭素原子を有するアルキルフェノールとの付加生
成物。
【００３５】
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・エチレンオキシド１～３０モルとグリセロールとの付加生成物のＣ１２／１８－脂肪酸
モノ－およびジエステル。
【００３６】
・６～２２個の炭素原子を有する飽和および不飽和脂肪酸ならびにそのエチレンオキシド
付加生成物のグリセロールモノ－およびジエステルならびにソルビタンモノ－およびジエ
ステル。
【００３７】
・アルキル基中に８～２２個の炭素原子を有するアルキルモノ－およびオリゴグリコシド
ならびにそのエトキシル化類似体。
【００３８】
・エチレンオキシド１５～６０モルとひまし油および／または水素化ひまし油との付加生
成物。
【００３９】
・ポリオールエステル、特に、ポリグリセロールエステル、例えば、ポリグリセロールポ
リリシノレート、ポリグリセロール１２－ヒドロキシステアレート、またはポリグリセロ
ールダイマレート。このほかに好適なものとしては、これらのクラスの物質２種以上から
なる化合物の混合物がある。
【００４０】
・エチレンオキシド２～１５モルとひまし油および／または水素化ひまし油との付加生成
物。
【００４１】
・直鎖状、分枝状、不飽和、または飽和Ｃ６／２２－脂肪酸、リシノール酸、および１２
－ヒドロキシステアリン酸と、グリセロール、ポリグリセロール、ペンタエリトリトール
、ジペンタエリトリトール、糖アルコール（例えば、ソルビトール）、アルキルグルコシ
ド（例えば、メチルグルコシド、ブチルグルコシド、ラウリルグルコシド）、およびポリ
グルコシド（例えば、セルロース）をベースとした部分エステル。
【００４２】
・モノ－、ジ－、およびトリアルキルホスフェート、ならびにモノ－、ジ－、および／ま
たはトリ－ＰＥＧアルキルホスフェート、更にはその塩。
【００４３】
・ラノリンアルコール
・ポリシロキサン－ポリアルキル－ポリエーテルコポリマ、またはその対応する誘導体。
【００４４】
・独国特許第１１　６５　５７４号に係るペンタエリトリトール、脂肪酸、クエン酸、お
よび脂肪アルコールの混合エステル、ならびに／あるいは６～２２個の炭素原子を有する
脂肪酸、メチルグルコシド、およびポリオール、好ましくは、グリセロールまたはポリグ
リセロールの混合エステル。
【００４５】
・ポリアルキレングリコール。
【００４６】
・ベタイン。
【００４７】
・エステルクワット（テトラエステル）。
【００４８】
・長鎖アルキルスルホン酸および長鎖アルキルエーテルスルホン酸のナトリウム塩、カリ
ウム塩、またはアンモニウム塩。
【００４９】
エチレンオキシドおよび／またはプロピレンオキシドと、脂肪アルコール、脂肪酸、アル
キルフェノール、脂肪酸のグリセロールモノ－およびジエステルならびにソルビタンモノ
－およびジエステル、あるいはひまし油と、の付加生成物は、周知の市販品である。これ
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らは同族体混合物であり、その平均アルコキシル化度は、エチレンオキシドおよび／また
はプロピレンオキシドの量と、その付加反応の対象となる基質の量との比に相当する。
【００５０】
更に、双性イオン界面活性剤を乳化剤として使用することができる。双性イオン界面活性
剤は、分子中に少なくとも１個の第四級アンモニウム基と少なくとも１個のカルボキシレ
ートおよび１個のスルホネート基とを有する界面活性化合物を表すために使用される用語
である。特に好ましい双性イオン界面活性剤は、いわゆるベタインであり、具体的には、
Ｎ－アルキル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムグリシネート、例えば、ココアルキルジメ
チルアンモニウムグリシネート、Ｎ－アシルアミノプロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニ
ウムグリシネート、例えば、ココアシルアミノプロピルジメチルアンモニウムグリシネー
ト、および２－アルキル－３－カルボキシルメチル－３－ヒドロキシエチルイミダゾリン
（以上のいずれの場合についてもアルキル基またはアシル基中には８～１８個の炭素原子
が含まれる）、ならびにココアシルアミノエチルヒドロキシエチルカルボキシメチルグリ
シネートが挙げられる。特に好ましいのは、ＣＴＦＡ名コカミドプロピルベタインとして
知られている脂肪酸アミド誘導体である。同様に好適な乳化剤は、両性界面活性剤である
。両性界面活性剤は、分子中に、Ｃ８／Ｃ１８－アルキル基または－アシル基以外に、少
なくとも１個の遊離アミノ基および少なくとも１個のＣＯＯＨ基またはＳＯ３Ｈ基を含有
し、内部塩を形成することができる界面活性な化合物を意味すると理解されている。好適
な両性界面活性剤としては、例えば、Ｎ－アルキルグリシン、Ｎ－アルキルプロピオン酸
、Ｎ－アルキルアミノ酪酸、Ｎ－アルキルイミノジプロピオン酸、Ｎ－ヒドロキシエチル
－Ｎ－アルキルアミドプロピルグリシン、Ｎ－アルキルタウリン、Ｎ－アルキルサルコシ
ン、２－アルキルアミノプロピオン酸、およびアルキルアミノ酢酸（以上のいずれの場合
についてもアルキル基中には８～１８個の炭素原子が含まれる）が挙げられる。特に好ま
しい両性界面活性剤は、Ｎ－ココアルキルアミノプロピオネート、ココアシルアミノエチ
ルアミノプロピオネート、およびＣ１２／１８－アシルサルコシンである。両性界面活性
剤のほかに、第四級乳化剤も好適であり、エステルクワット（esterquat）タイプのもの
が特に好ましい。好ましくは、メチル四級化ジ脂肪酸トリエタノールアミンエステル塩で
ある。
【００５１】
　本発明に係る水中油型エマルションの更なる実施形態には、ステアリルアルコール、ス
テアリン酸、および／またはグリセリルステアレートからなる群より選ばれる親水性ワッ
クスを増稠剤として含有し、また親水性ワックスと共に液晶構造を形成することのできる
有機乳化剤を共乳化剤として含有するエマルションが包含される。好ましくは、乳化剤の
全量に対する有機共乳化剤の比率は５～４９重量％であり、特に好ましくは、１０～３５
重量％の比率である。本発明に係るポリエーテルシロキサンの比率は、乳化剤の全量の少
なくとも５１重量％である。
【００５２】
好適な増稠剤は、主に、１２～２２個、好ましくは１６～１８個の炭素原子を有する脂肪
アルコールまたはヒドロキシル脂肪アルコールであり、そのほかに部分グリセリド、脂肪
酸、またはヒドロキシ脂肪酸が挙げられる。好適な増粘剤は、例えば、多糖、特に、キサ
ンタンガム、グァーガム、寒天、アルギネート、およびチロース、カルボキシメチルセル
ロースおよびヒドロキシエチルセルロース、ならびに脂肪酸の高分子量ポリエチレングリ
コールモノ－およびジエステル、ポリアクリレート（例えば、Ｇｏｏｄｒｉｃｈ製のカル
ボポール、Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ製のＴＥＧＯカルボマ、またはＳｉｇｍａ製のＳｙｎ
ｔｈａｌｅｎ）、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、およびポリビニルピロリ
ドン、界面活性剤、例えば、エトキシル化脂肪酸グリセリド、脂肪酸とペンタエリトリト
ールやトリメチロールプロパンのようなポリオールとのエステル、同族体分布の狭い脂肪
アルコールエトキシレート、またはアルキルオリゴグルコシドが挙げられる。
【００５３】
油相として好適なものは、例えば、化粧用および医薬用油成分としてならびに潤滑剤の成
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分として知られている油成分である。こうした物質としては、特に、２～４４個の炭素原
子を有する直鎖状および／または分枝状モノ－および／またはジカルボン酸と、１～２２
個の炭素原子を有する直鎖状および／または分枝状飽和または不飽和アルコールとのモノ
－またはジエステルが挙げられる。このほかに本発明の目的の範囲内にある好適なものと
しては、２～３６個の炭素原子を有する脂肪族二官能性アルコールと、１～２２個の炭素
原子を有する一官能性脂肪族カルボン酸とのエステル化生成物が挙げられる。油成分とし
て好適なモノエステルとしては、例えば、１２～２２個の炭素原子を有する脂肪酸のメチ
ルエステルおよびイソプロピルエステル、例えば、メチルラウレート、メチルステアレー
ト、メチルオレエート、メチルエルケート、イソプロピルパルミテート、イソプロピルミ
リステート、イソプロピルステアレート、イソプロピルオレエートが挙げられる。他の好
適なモノエステルとしては、例えば、ｎ－ブチルステアレート、ｎ－ヘキシルラウレート
、ｎ－デシルオレエート、イソオクチルステアレート、イソノニルパルミテート、イソノ
ニルイソノナノエート、２－エチルヘキシルパルミテート、２－エチルヘキシルラウレー
ト、２－ヘキシルデシルステアレート、２－オクチルドデシルパルミテート、オレイルオ
レエート、オレイルエルケート、エルシルオレエート、ならびに工業用脂肪族アルコール
カットと工業用脂肪族カルボン酸混合物とから得られるエステル、例えば、１２～２２個
の炭素原子を有する不飽和脂肪アルコールと、動物性および植物性脂肪から得られる１２
～２２個の炭素原子を有する飽和および不飽和脂肪酸とのエステルが挙げられる。しかし
ながら、このほかに好適なものとしては、天然に産するモノエステルまたはワックスエス
テルの混合物、例えば、ホホバ油中または鯨油中に存在するものが挙げられる。
【００５４】
好適なジカルボン酸エステルとしては、例えば、ジ－ｎ－ブチルアジペート、ジ－ｎ－ブ
チルセバケート、ジ－（２－エチルヘキシル）アジペート、ジ－（２－ヘキシルデシル）
サクシネート、Ｄ－イソトリデシルアセレートが挙げられる。好適なジオールエステルと
しては、例えば、エチレングリコールジオレエート、エチレングリコールジイソトリデカ
ノエート、プロピレングリコールジ－（２－エチルヘキサノエート）、ブタンジオールジ
イソステアレート、およびネオペンチルグリコールジカプリレートが挙げられる。
【００５５】
このほかに油成分として好ましいものは、脂肪酸トリグリセリドである。ただし、このう
ち、天然に産する油および脂肪が好ましい。好適な油成分としては、例えば、天然の植物
油、具体的には、オリーブ油、ヒマワリ油、大豆油、落花生油、菜種油、扁桃油、パーム
油、または椰子油やパーム核油の液状画分、ならびに動物油、具体的には、牛脚油、牛脂
の液状画分、あるいはカプリル酸／カプリン酸混合物の合成トリグリセリド、工業等級オ
レイン酸もしくはパルミチン酸／オレイン酸混合物のトリグリセリドが挙げられる。
【００５６】
好適な更なる助剤および添加剤は、特に、紫外線防御遮蔽剤である。
【００５７】
紫外線防御遮蔽剤は、紫外線を吸収して吸収したエネルギーを長波長の放射線の形態で、
例えば、熱の形態で再放出することのできる有機物質を意味するものとみなされる。ＵＶ
Ｂフィルタ剤は油溶性であっても水溶性であってもよい。油溶性物質としては、以下のも
のが挙げられる。
【００５８】
・３－ベンジリデンカンファーおよびその誘導体、例えば、３－（４－メチルベンジリデ
ン）カンファー。
【００５９】
・４－アミノ安息香酸誘導体、好ましくは、２－エチルヘキシル４－（ジメチルアミノ）
ベンゾエート、２－エチルヘキシル４－（ジメチルアミノ）ベンゾエート、およびアミル
４－（ジメチルアミノ）ベンゾエート。
【００６０】
・ケイ皮酸のエステル、好ましくは、２－エチルヘキシル４－メトキシシンナメート、イ
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ソペンチル４－メトキシシンナメート、２－エチルヘキシル２－シアノ－３－フェニルシ
ンナメート（オクトクリレン）。
【００６１】
・サリチル酸のエステル、好ましくは、２－エチルヘキシルサリチレート、４－イソプロ
ピルベンジルサリチレート、ホモメンチルサリチレート。
【００６２】
・ベンゾフェノンの誘導体、好ましくは、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン
、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－４’－メチルベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキ
シ－４－メトキシベンゾフェノン。
【００６３】
・ベンザルマロン酸のエステル、好ましくは、ジ－２－エチルヘキシル４－メトキシベン
ザルマロン酸。
【００６４】
・トリアジン誘導体、例えば、２，４，６－トリアニリノ－（ｐ－カルボ－２’－エチル
－１’－ヘキシルオキシ）－１，３，５－トリアジンおよびオクチルトリアゾン。
【００６５】
・プロパン－１，３－ジオン、例えば、１－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－（
４’－メトキシフェニル）プロパン－１，３－ジオン。
【００６６】
好適な水溶性物質は、以下の通りである。
【００６７】
・２－フェニルベンゾイミダゾール－５－スルホン酸、ならびにそのアルカリ金属塩、ア
ルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、アルキルアンモニウム塩、アルカノールアンモニウ
ム塩、およびグルカンモニウム塩。
・ベンゾフェノンのスルホン酸誘導体、好ましくは、２－ヒドロキシ－４－メトキシベン
ゾフェノン－５－スルホン酸およびその塩。
【００６８】
・３－ベンジリデンカンファーのスルホン酸誘導体、例えば、４－（２－オキソ－３－ボ
ルニリデンメチル）ベンゼンスルホン酸および２－メチル－５－（２－オキソ－３－ボル
ニリデン）スルホン酸ならびにそれらの塩。
【００６９】
好適な典型的ＵＶ－Ａフィルタ剤は、特に、ベンゾイルメタンの誘導体、例えば、１－（
４’－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－（４’－メトキシフェニル）プロパン－１，３
－ジオンまたは１－フェニル－３－（４’－イソプロピルフェニル）プロパン－１，３－
ジオンである。また、ＵＶ－ＡおよびＵＶ－Ｂフィルタ剤は、もちろん、混合物として使
用することもできる。こうした可溶性物質に加えて、不溶性顔料、すなわち、細かく分散
された金属酸化物または金属塩も、この目的に好適であり、具体的には、二酸化チタン、
酸化亜鉛、酸化鉄、酸化アルミニウム、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、ケイ酸塩（タ
ルク）、硫酸バリウム、およびステアリン酸亜鉛が挙げられる。ここで、粒子の平均直径
は、１００ｎｍ未満、好ましくは５～５０ｎｍ、特に１５～３０ｎｍでなければならない
。粒子は球状であってもよいが、それ以外にも、楕円体の形状または球体となんらかの差
異を有する形状の粒子を使用することも可能である。比較的新しいクラスの光保護フィル
タ剤は、微粒有機顔料、例えば、２００ｎｍ未満の粒子サイズを有する２，２’－メチレ
ンビス－｛６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，１，３，３－テト
ラメチルブチル）フェノール｝である。この化合物は、例えば、濃度５０％の水性分散物
として入手可能である。
【００７０】
二つの上記のグループの一次的な光保護フィルタ剤に加えて、紫外線が皮膚に進入したと
きに引き起こされる光化学反応の連鎖を阻止する酸化防止剤タイプの二次的な光保護フィ
ルタ剤を使用することも可能である。その典型的な例は、次の通りである。アミノ酸（例
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えば、グリシン、ヒスチジン、チロシン、トリプトファン）およびその誘導体、イミダゾ
ール（例えば、ウロカニン酸）およびの誘導体、Ｄ，Ｌ－カルノシン、Ｄ－カルノシンの
ようなペプチドおよびその誘導体（例えば、アンセリン）、カロチノイド、カロテン（例
えば、α－カロテン、β－カロテン、リコペン）およびその誘導体、クロロゲン酸および
その誘導体、リポ酸およびその誘導体（例えば、ジヒドロリポ酸）、オーロチオグルコー
ス、プロピルチオウラシルおよび他のチオール（例えば、チオレドキシン、グルタチオン
、システイン、シスチン、シスタミン、およびそれらのグリコシルエステル、ｎ－アセチ
ルエステル、メチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、アミルエステル、ブ
チルエステル、ラウリルエステル、パルミトイルエステル、オレイルエステル、γ－リノ
レイルエステル、コレステリルエステル、グリセリルエステル）ならびにそれらの塩、ジ
ラウリルチオプロピオネート、ジステアリルチオプロピオネート、チオジプロピオン酸お
よびその誘導体（例えば、エステル、エーテル、ペプチド、リピド、ヌクレオチド、ヌク
レオシド、および塩）、ならびに非常に低い許容投与量（例えば、ｐｍｏｌ～μｍｏｌ／
ｋｇ）のスルホキシミン化合物（例えば、ブチオニンスルホキシミン、ホモシステインス
ルホキシミン、ブチオニンスルホン、ペンタ、ヘキサ、ヘプタチオニンスルホキシミン）
、更には、（金属）キレート化剤（例えば、α－ヒドロキシ脂肪酸、パルミチン酸、フィ
チン酸、ラクトフェリン酸）、α－ヒドロキシ酸（例えば、クエン酸、乳酸、リンゴ酸）
、フミン酸、胆汁酸、胆汁抽出物、ビリルビン、ビリベルジン、ＥＤＴＡ、ＥＧＴＡおよ
びその誘導体、ユビキノンおよびユビキノールおよびそれらの誘導体、ビタミンＣおよび
その誘導体（例えば、アスコルビルパルミテート、Ｍｇアスコルビルホスフェート、アス
コルビルアセテート）、トコフェロールおよび誘導体（例えば、ビタミンＥアセテート）
、ビタミンＡおよび誘導体（ビタミンＡパルミテート）、ならびにベンゾイン樹脂のコニ
フェリルベンゾエート、ルチン酸およびその誘導体、α－グリコシルルチン、フェルラ酸
、フルフリリデングルシトール、カルノシン、ブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロ
キシアニソール、ノルジヒドログアヤク酸、ノルジヒドログアイアレチン酸、トリヒドロ
キシブチロフェノン、尿酸およびその誘導体、マンノースおよびその誘導体、スーパーオ
キシドジスムターゼ、亜鉛およびその誘導体（例えば、ZnO、ZnSO4）、セレンおよびその
誘導体（例えば、セレノメチオニン）、スチルベンおよびその誘導体（例えば、スチルベ
ンオキシド、ｔｒａｎｓ－スチルベンオキシド）、ならびに本発明に好適な有効成分の誘
導体（塩、エステル、エーテル、糖、ヌクレオチド、ペプチド、およびリピド）。
【００７１】
好適な保存剤は、例えば、フェノキシエタノール、ホルムアルデヒド溶液、パラベン、ペ
ンタンジオール、またはソルビン酸である。
【００７２】
好適な防虫剤は、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｍ－トルアミド、１，２－ペンタンジオール、また
はＩｎｓｅｃｔ　Ｒｅｐｅｌｌｅｔｎ３５３５であり、好適なセルフタンニング剤は、ジ
ヒドロキシアセトンであり、香料油としては、以下に例示するが、天然および合成芳香剤
の混合物が挙げられる。天然芳香剤は、花（ユリ、ラベンダ、バラ、ジャスミン、ネロリ
、イランイラン）、茎および葉（ゼラニウム、パチュリ、プチグレン）、果実（アニシー
ド、コリアンダ、キャラウェイ、ビャクシン）、果皮（ベルガモット、レモン、オレンジ
）、根（メース、アンゼリカ、セロリ、カルダモン、コスツス、アイリス、タイム）、針
葉および枝（スプルース、樅、松、矮性松）、樹脂およびバルサム（ガルバヌム、エレミ
、ベンゾイン、ミルラ、オリバナム、オポポナックス）からの抽出物である。このほかの
好適なものとしては、動物原料、例えば、シベットおよびカストリウムが挙げられる。典
型的な合成芳香化合物は、エステルタイプ、エーテルタイプ、アルデヒドタイプ、ケトン
タイプ、アルコールタイプ、および炭化水素タイプの製品である。エステルタイプの芳香
化合物は、例えば、ベンジルアセテート、フェノキシエチルイソブチレート、ｐ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルシクロヘキシルアセテート、リナリルアセテート、ジメチルベンジルカルビニ
ルアセテート、フェニルエチルアセテート、リナリルベンゾエート、ベンジルホルメート
、エチルメチルフェニルグリシデート、アリルシクロヘキシルプロピオネート、スチラリ
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ルプロピオネート、およびベンジルサリチレートである。エーテルとしては、例えば、ベ
ンジルエチルエーテルが挙げられ、アルデヒドとしては、例えば、８～１８個の炭素原子
を有する直鎖状アルカナール、シトラール、シトロネラール、シトロネリルオキシアセト
アルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、リリアール、およびブ
ルゲオナールが挙げられ、ケトンとしては、例えば、イオノン、α－イソメチルイオノン
、およびメチルセドリルケトンが挙げられ、アルコールとしては、アネトール、シトロネ
ロール、オイゲノール、イソオイゲノール、ゲラニオール、リナロオール、フェニルエチ
ルアルコール、およびテルピネオールが挙げられ、炭化水素としては、主として、テルペ
ンおよびバルサムが挙げられる。しかしながら、好ましくは、一緒になって心地よい香り
を生じる異なる芳香剤の混合物を使用する。ほとんどの場合に芳香成分として使用されて
いる比較的低揮発性の精油もまた、香料油として好適であり、具体的には、セージ油、カ
ミツレ油、チョウジ油、バーム油、ハッカ油、桂葉油、ライム油、トウショウ油、ベチバ
油、オリバナム油、ガルバナム油、ラボラナム（ｌａｂｏｌａｎｕｍ）油、ラバンジン油
が挙げられる。好ましくは、ベルガモット油、ジヒドロミルセノール、リリアール、リラ
ール、シトロネロール、フェニルエチルアルコール、α－ヘキシルシンナムアルデヒド、
ゲラニオール、ベンジルアセトン、シクラメンアルデヒド、リナロオール、ボイサンブレ
ンフォルテ（ｂｏｉｓａｍｂｒｅｎｅ　ｆｏｒｔｅ）、アンブロキサン、インドール、ヘ
ジオン（Ｈｅｄｉｏｎｅ）、サンデリス（ｓａｎｄｅｌｉｃｅ）、レモン油、マンダリン
油、オレンジ油、アリルアミルグリコレート、シクロベルタール（ｃｙｃｌｏｖｅｒｔａ
ｌ）、ラバンジン油、サルビアセージ油、β－ダマスコーン、ゼラニウム油バーボン（ｂ
ｏｕｒｂｏｎ）、シクロヘキシルサリチレート、ベルトフィクスセウール（Ｖｅｒｔｏｆ
ｉｘ　Ｃｏｅｕｒ）、イソ－Ｅ－スーパ（Ｉｓｏ－Ｅ－Ｓｕｐｅｒ）、フィクソリドＮＰ
（Ｆｉｘｏｌｉｄｅ　ＮＰ）、エベルニル（Ｅｖｅｒｎｙｌ）、イラルデインガンマ、フ
ェニル酢酸、ゲラニルアセテート、ベンジルアセテート、ローズオキシド、ロミラット（
Ｒｏｍｉｌｌａｔ）、イロチル（Ｉｒｏｔｙｌ）、およびフロラマット（Ｆｌｏｒａｍａ
ｔ）を単独でまたは混合物として使用する。
【００７３】
好適な脱臭剤有効成分は、例えば、通常の香料の成分である臭気吸収剤のような臭気マス
キング剤であり、具体的には、公開特許公報ＤＥ－Ｐ　４０　０９　３４７に記載のフィ
ロシリケート、その中でも特に、モンモリロナイト、カオリナイト、イライト、バイデラ
イト、ノントロナイト、サポナイト、ヘクトライト、ベントナイト、スメクタイトが挙げ
られ、そのほかに、例えば、リシノール酸の亜鉛塩が挙げられる。抗菌剤もまた、本発明
に係る水中油型エマルションに導入するのに好適である。有利な物質としては、例えば、
２，４，４’－トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテル（Ｉｒｇａｓａｎ）、
１，６－ジ（４－クロロフェニルビグアニド）ヘキサン（クロロヘキシジン）、３，４，
４’－トリクロロカルバニリド、第四級アンモニウム化合物、チョウジ油、ハッカ油、タ
イム油、トリエチルシトレート、ファルネソール（３，７，１１－トリメチル－２，６，
１０－ドデカトリエン－１－オール）、ならびに公開特許公報ＤＥ－１９８　５５　９３
４、ＤＥ－３７　４０　１８６、ＤＥ－３９　３８　１４０、ＤＥ－４２　０４　３２１
、ＤＥ－４２　２９　７０７、ＤＥ－４２　２９　７３７、ＤＥ－４２　３８　０８１、
ＤＥ－４３　０９　３７２、およびＤＥ－４３　２４　２１９に記載の有効薬剤が挙げら
れる。更に通常の制汗剤有効成分も同様に、特に収斂剤が、本発明に係る調製物で有利に
使用することができる。例えば、アルミニウムクロロハイドレート（「ＡＣＨ」）やアル
ミニウムジルコニウムグリシン塩（「ＺＡＧ」）のような塩基性塩化アルミニウムが挙げ
られる。
【００７４】
使用しうる染料は、化粧用として許容される好適な物質であり、例えば、Ｆａｒｂｓｔｏ
ｆｆｋｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｆｏｒｓｃｈｕｎｇｓｇｅｍ
ｅｉｎｓｃｈａｆｔ［Ｄｙｅｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｅｒｍａｎ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｏｃｉｅｔｙ］からの刊行物“Ｋｏｓｍｅｔｉｓｃｈｅ　Ｆaｒｂ
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ｉｅ，Ｗｅｉｎｈｅｉｍ，１９８４，ｐｐ．８１－１０６に列挙されている。これらの染
料は、通常、全混合物を基準にして０．００１～０．１重量％の濃度で使用される。
【００７５】
好適な有効成分としては、例えば、トコフェロール、トコフェロールアセテート、トコフ
ェロールパルミテート、アスコルビン酸、デオキシリボ核酸、レチノール、ビサボロール
、アラントイン、フィタントリオール、パンテノール、ＡＨＡ酸、アミノ酸、セラミド、
プソイドセラミド、精油、植物抽出物、およびビタミン複合体が挙げられる。
【００７６】
本発明に係る水中油型エマルションの更なる実施形態には、油溶性シリコーン化合物、特
に、揮発性環状ポリジメチルシロキサンが含まれていないものが包含される。
【００７７】
【実施例】
基準実施例１～５：
本発明に係る一般式（Ｉ）で表されるポリエーテルシロキサンの例を、以下の表に列挙す
る。
【００７８】
【表１】

【００７９】
本発明に係る水中油型エマルションの例を、以下に列挙する。
【００８０】
実施例１：
【００８１】
【表２】
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【００８２】
実施例２：
【００８３】
【表３】

【００８４】
実施例３：
【００８５】
【表４】
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【００８６】
実施例４：
【００８７】
【表５】

【００８８】
実施例５：
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【００８９】
【表６】

【００９０】
実施例６：
【００９１】
【表７】

【００９２】
実施例７：
【００９３】
【表８】
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【００９４】
実施例８、比較例１および２：
【００９５】
【表９】

【００９６】
調製：相Ａおよび相Ｂを別々に７０℃まで加熱してから一緒にし、１分間かけて混合物を
強力にホモジナイズした。次に、攪拌しながら水浴中で冷却した。比較例１のエマルショ
ンは、冷却後、水のようにさらさらした状態のままであり、増稠剤は、不均質な塊として
存在した。比較例２のエマルションは、クリーム様固体であったが、エマルションは著し
く不均質な砂目状であった。一方、本発明に係る実施例８のエマルションは、室温まで冷
却した後、平滑で均質な外観を呈した。
【００９７】
この比較から分かるように、有機共乳化剤セテアレス－２５と組み合わせて本発明による
基準実施例３のポリエーテルシロキサンを含有するクリームは、高温法を用いても問題な
く調製することができる。一方、セテアレス－２５と組み合わせてポリエーテルシロキサ
ンＡＢＩＬ（登録商標）Ｂ８８６３を含有するクリームは調製できなかった。
【００９８】
実施例９、比較例３および４：
【００９９】
【表１０】
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【０１００】
調製：均質になるまで相Ａを混合し、次に、相Ｂに添加した。混合物を強力にホモジナイ
ズした。その後、穏やかに攪拌しながら相Ｃを添加した。最後に相Ｄを添加し、再び混合
物を短時間ホモジナイズした。
【０１０１】
調製後、実施例９に係る処方物は、粘度９．０Ｐａｓを有する平滑で均質なエマルション
を形成した。また、比較例３に係る処方物は、粘度４．５Ｐａｓを有する平滑で均質なエ
マルションを形成した。比較例４に係る処方物は、カルボマ／キサンタンガム分散物を添
加した後、ガラス状の不均質なエマルションになり、わずか数分後に分離した。
【０１０２】
この比較から分かるように、カルボマやキサンタンガムなどの親水性コロイドの増粘およ
び安定化作用に及ぼす乳化剤の影響に違いが見られる。こうした作用は、実際上、本発明
によるシリコーンポリエーテルによって損なわれることはない。これに対して、その増粘
作用は市販の有機乳化剤によって損なわれ、市販の櫛型シリコーンポリエーテルＡＢＩＬ
（登録商標）Ｂ８８５２の場合には安定化作用さえも抑制される。
【０１０３】
実施例１０：
パネル試験において、２種のボディローションの適用性を比較するように２０人の被験者
に依頼した。一方のローションには、乳化剤として基準実施例３に係るポリエーテルシロ
キサンが２％含まれており、他方のローションには、市販の有機乳化剤Ｅｕｍｕｌｇｉｎ
（登録商標）ＶＬ７５（ラウリルグルコシド、ポリグリセロール－２ジポリヒドロキシス
テアレート、グリセロール、および水の配合物、４％、これは乳化剤有効成分２％に相当
する）が含まれていた。それ以外は同じ処方であった。
【０１０４】
結果：展着性および吸収挙動に関して、２種のローションは実際上同等であるとの評価が
得られた。しかしながら、ローションを完全に吸収させた後の皮膚感触に関して、ポリエ
ーテルシロキサンの場合の方が有機乳化剤の場合よりも、平滑さ／軟らかさおよびビロー
ド感触／絹感触の程度が大きいとの評価が得られた。２０人の被験者のうちの１７人は、
ポリエーテルシロキサンを含有しているローションを好ましいローションとして選択した
。
【０１０５】
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実施例１１：
パネル試験において、２種のボディローションの適用性を比較するように５人の被験者に
依頼した。一方のローションには、乳化剤として基準実施例５に係るポリエーテルシロキ
サンが３％含まれており、他方のローションには、市販のポリエーテルシロキサンＡＢＩ
Ｌ　Ｂ８８４３（全分子質量に対するポリエーテル基の重量比率が６７％である櫛型ポリ
エーテルシロキサン）が含まれていた。それ以外は同じ処方であった。
【０１０６】
結果：展着性および吸収挙動に関して、２種のローションは実際上同等であるとの評価が
得られた。しかしながら、ローションを完全に吸収させた後の皮膚感触に関して、本発明
に係るポリエーテルシロキサンの場合には、平滑さ／軟らかさおよびビロード感触／絹感
触があるとの評価が得られ、市販のポリエーテルシロキサンの場合には、乾いていてざら
ざらした感じであるとの評価が得られた。５人の被験者全員が、本発明に係るポリエーテ
ルシロキサンを含有しているローションの方を好んだ。
【０１０７】
実施例１２：
パネル試験において、２種のクリームを直接比較するように２７人の被験者に依頼した。
クリーム１には、基準実施例４に係るポリエーテルシロキサンと共乳化剤としてのセテア
レス－２５とが組み合わされて含まれており、クリーム２には、乳化剤としてセテアレス
－２５だけが含まれていた（クリーム１およびクリーム２の処方を参照されたい）。図１
は、パネル試験の結果を示している。展着性および吸収性に関して、クリーム１の方がか
なり好まれた。また、保護効果に関して、クリーム１の方がわずかに多く好まれた。クリ
ーム１の皮膚感触についても、クリーム２のものよりもかなり好まれた。この結果、大多
数の被験者がクリーム１を選択した。
【０１０８】
クリーム１
【０１０９】
【表１１】

【０１１０】
クリーム２
【０１１１】
【表１２】
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【０１１２】
実施例１３：
パネル試験において、２種のクリームを直接比較するように２０人の被験者に依頼した。
クリーム３には、基準実施例２に係るポリエーテルシロキサンと共乳化剤としてのセテア
レス－２５とが組み合わされて含まれており、クリーム４には、乳化剤としてセテアレス
－２５だけが含まれていた（クリーム３およびクリーム４の処方を参照されたい）。図２
は、パネル試験の結果を示している。展着性、吸収性、白化性、粘着性、およびすべすべ
感／ざらつき感に関して、クリーム３の方がクリーム４よりもかなり好まれた。
【０１１３】
クリーム３
【０１１４】
【表１３】

【０１１５】
クリーム４
【０１１６】
【表１４】

【０１１７】
実施例１４：
基準実施例１に係るポリエーテルシロキサンを含有するサンスクリーンローションの耐水
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度を、Ｃｏｌｉｐａに従ってｉｎ　ｖｉｖｏで試験した。この目的のために、光防御指数
を測定する。測定は、処置部位を湿潤させた後、もう一度行う。湿潤前、ローションの日
焼け防止指数は１４であり、湿潤後、日焼け防止指数は１０であった。このことは耐水度
が７１％であることに相当する。耐水度が少なくとも５０％である場合、製品には耐水性
があるとみなすことができる。特に、特筆すべき点として、この処方物には、耐水度を増
大させるために意図的に使用される成分、例えば、皮膜形成性ポリマなどは含まれていな
い。
【０１１８】
サンスクリーンローション
【０１１９】
【表１５】

【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、実施例１２のパネル試験の結果を示す図である。
【図２】図２は、実施例１３のパネル試験の結果を示す図である。
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